
発議第６号 

 

   議案第１号 平成31年度伊賀市一般会計予算に対する附帯決議について 

 

 下記の決議を、伊賀市議会会議規則第14条の規定により提出する。 

  平成31年３月22日提出 

 

提出者 伊賀市議会議員 

市川 岳人 

川上 善幸 

北森  徹 

信田 利樹 

西口 和成 

福村 教親 

赤堀 久実 

福田 香織 

上田 宗久 

近森 正利 

中谷 一彦 

 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

  



議案第１号 平成31年度伊賀市一般会計予算に対する附帯決議 

 

 議案第１号平成31年度伊賀市一般会計予算に計上された「南庁舎整備事業」については、

昨年の９月定例会で補正予算議案が否決された後、何ら内容を変えることなく今定例会に

再度上程されたものであり、市長自らが、これを減額するための補正予算である議案第50

号平成31年度伊賀市一般会計補正予算（第２号）が可決されたところである。 

 しかしながら、議案第１号平成31年度伊賀市一般会計予算の中には、他にも南庁舎整備

に関するものとして、忍者市プロジェクト事業の一つである「（仮称）伊賀市忍者体験施設

等整備事業委託料」が計上されており、本来であればこの事業は南庁舎の保存・活用が議

会においても認められ、「南庁舎整備事業」として一体的に進めるべきものであると考える。 

 よって、議案第１号平成31年度伊賀市一般会計予算に計上されている下記の経費につい

ては、議会が同意する旧庁舎地の利活用方針が決定されるまでの間、予算執行の凍結を求

めるものである。 

 

記 

 

１ 議案第１号 平成31年度伊賀市一般会計予算 

第１条 歳出 第７款商工費 第１項商工費 第３目観光費 観光振興経費 

忍者市プロジェクト事業 委託料 （仮称）伊賀市忍者体験施設等整備事業委託料

21,560,000円 

    


